
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年第４回

農　業　委　員　会　総　会　議　事　録

　　　　　　　　　　　　　・　開催日　令和８年４月３０日

深谷市農業委員会

　　　　　　　　　　　　　・　会　場　 深谷市役所大会議室



１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

1） 報告第 17 号

2） 報告第 18 号

3） 報告第 19 号

4） 報告第 20 号

5） 議案第 17 号

6） 議案第 18 号 農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について

7） 議案第 19 号 農地法第５条第１項の規定による許可の取消願について

8） 議案第 20 号

9） 議案第 21 号

10） 議案第 22 号

５． 閉　　　　　　会

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

午後３時３０分

令和８年４月３０日（木）

       深谷市役所本庁舎３階　大会議室

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第３条の規定による許可申請について

農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について

地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画（27号計画）に位置づけた
施設の検証結果に対する意見について

農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について
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深谷市農業委員会会議録
令和8年4月30日 深谷市役所大会議室

開閉の日時
令和８年４月３０日(木)　午後３時３０分　

令和８年４月３０日(木)　午後４時２０分　

議長 会長　福島　明

委　　　　員　　　　出　　　　席　　　　状　　　　況

氏　　　　名 氏　　　　名



　開会 事務局長 　それでは、令和８年第４回深谷市農業委員会総会を開会いたしま
す。

　委員の出欠席報告 事務局長 　はじめに、本日の委員の出欠状況をご報告いたします。
　農業委員２４名中２３名の出席となっておりますので、農業委員会
等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会が成立しておりま
すことをご報告いたします。また、農地利用最適化推進委員は、１６
名中１５名の出席となっておりますことを併せてご報告いたします。

　議長の選出 事務局長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、ここからは福島会長よろしくお願いいたし
ます。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　本日は大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうござ
います。
　まず最初に、議事録署名委員の指名を行います。議席番号２番 
荻野　信義委員、議席番号３番矢神　勝彦委員、以上２名を指名い
たします。よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは総会日程にしたがいまして、順次進めさせていただきま
す。

　 　最初に、報告第１７号、１９号、及び２０号については、深谷市農
業委員会事務専決規程により、専決処分を行っていることから、事
務局からの説明については省略させていただきます。
　なお、議案書の３ページ、報告第１８号「農地法第３条の３第１項
の規定による届出に対する専決処分について」は、一部斡旋の希
望があるため、事務局からの説明を求めます。

事務局 　はい、それでは、報告第１８号「農地法第３条の３、第１項の規定
による届出に対する専決処分について」事務局より説明させていた
だきます。

　【報告第１８号について概要を説明】

事務局 　以上、４件の斡旋希望のある農地の説明とさせていただきます。

議　長 　それでは、事務局から説明のありましたとおり斡旋希望のある案件
につきましては、地元の農業委員、農地利用最適化推進委員にお
かれましては、お借りしていただける方をご存じでしたら事務局まで
お知らせ願います。

　議案第１７号 議　長 　次に、議案書の１７ページ、議案第１７号「農地法第３条の規定に
　「農地法第３条の規定に よる許可申請について」を議題とします。事務局より説明を求めます。
よる許可申請について」

事務局 　はい、議案第１７号「農地法第３条の規定による許可申請について」
事務局よりご説明いたします。

　【議案第１７号について概要を説明】
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について｣の説明は以上で
す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　次に、本議案についての審議に移りますが、整理番号３番につい
ては、○○委員に関する案件となりますので、一時退出を求めます。

　（○○委員　退出）

議　長 　それでは、最初に整理番号３番について審議いたします。この件
に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員　入室）

議　長 　次に、それ以外の案件について一括して審議いたします。この件
に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第１８号 議　長 　次に、議案書の２５ページ、議案第１８号「農地法第４条第１項の規
　「農地法第４条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明させていただきます。
　議案書２５ページ及び別添の総会議案資料の６ページを併せてご
確認下さい。
　議案第１８号「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認につ
いて」であります。

　【議案第１８号について概要を説明】

事務局 　農地法第４条第１項の規定による許可申請承認につきましては以
上５件です。ご審議のほど、お願い申し上げます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。
　
　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第１９号 議　長 　次に、議案書の２９ページ、議案第１９号「農地法第５条第１項の
　「農地法第５条第１項の 規定による許可の取消願について」を議題とします。
規定による許可の取消願 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明申し上げます。
　議案書２９ページをご覧ください。

　【議案第１９号について概要を説明】

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可の取り消し願いにつきまし
ては以上１件です。
　ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第２０号 議　長 　次に、議案書の３１ページ、議案第２０号「農地法第５条第１項の
　「農地法第５条第１項の 規定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明申し上げます。
　議案書３１ページ及び別添総会議案資料５ページと併せてご確認
ください。

　【議案第２０号について概要を説明】

事務局 　農地法第５条の許可申請につきましては以上１１件です。
　ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第２１号 議　長 　次に、議案書の３７ページ、議案第２１号「農用地利用集積等促進
　「農用地利用集積等促進 計画(案)に対する意見について」を議題とします。農業振興課より説
計画（案）に対する意見に 明を求めます。
ついて」

農業振興課 　議案書３７から４４ページ、議案第２１号「農用地利用集積等促進
計画(案)に対する意見について」農業振興課より説明申し上げます。

　【議案第２１号について概要を説明】

農業振興課 　以上、説明とさせていただきます。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　長 　次に番号の１０２番から１０８番については、新規就農に関する案件
となっておりますので、委員からの意見を求めます。
　矢神 勝彦委員お願いいたします。

矢神委員 　議案書４３ページから４４ページ、番号１０２番から１０８番の借受人
の新規就農について、報告いたします。
　４月２８日に、私と橋本推進委員、農業振興課職員、農業委員会
事務局職員でヒアリングを行いました。
　借受人は現在、ミャンマー料理の飲食店経営と兼業で農業を行っ
ており、これまで岩手県や神奈川県厚木市などで空芯菜などを中心
に、８年程度の営農実績がございます。
　今回、深谷市の東方地内の農地において、所有者との合意が得
られたことから、農地中間管理事業を通じ、借り受けを希望するもの
です。
　現在の居住地は埼玉県ふじみ野市ですが、市内での営農を開始
する予定で、それに合わせて深谷市に移住するとのことです。
　作物は、空芯菜をメインに、タイ茄子等、ミャンマーで親しみのある
作物から作付けをし、将来的にはブロッコリーの作付けも希望してお
ります。
　労働力に関しては、現在、岩手で雇用しているミャンマーの方々が
移住して行う予定で、当初は８名程度となります。被雇用者に対して
は、畑地周辺でのゴミの処理や喫煙マナーも心得ており、指導を徹
底し、近隣との調和も図っていくとのことです。
　機械類は、現在、岩手で使用しているトラクター１台・トラック１台で、
こちらに移送し使用します。
　販路は、自身が経営している都内のミャンマー料理店に卸すほか
ネットショップでの販売も想定しています。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

矢神委員 　また、規模の拡大も目指しており、将来的には法人化も視野に入れ
ております。
　以上のことから、長期間の農業経験があることや、農地におけるマ
ナーを心得ていること、農業への向上心等の点から、今回の就農に
ついては、特段問題ないものと考えます。
　報告は以上となります。

議　長 　次に審議に移りますが、番号の８０から８４番については○○委員
に係る案件となっておりますので、一時退出を求めます。

　（○○委員　退出）

議　長 　それでは、最初に番号の８０番から８４番について審議いたします。
この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員　入室）

議　長 　それでは、続いて、それ以外の案件について、一括して審議いた
します。この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第２２号 議　長 　次に、議案書の４５ページ、議案第２２号「農業振興地域整備計画
　「農業振興地域整備計画 (農用地利用計画)の変更、及び地域の農業の振興に関する地方公
(農用地利用計画）の変更、 共団体の計画の変更に係る意見について」を議題とします。農業振
及び地域の農業の振興に 興課より説明を求めます。
関する地方公共団体の計
画の変更に係る意見につ 農業振興課 　それでは、議案第２２号「農業振興地域整備計画（農用地利用計
いて」 画）の変更及び地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の

変更に係る意見について」を、農業振興課よりご説明させていただき
ます。

　【議案第２２号について概要を説明】
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

農業振興課 　以上、議案第２２号の説明となります。農用地利用計画の変更も、
２７号計画の変更も、農業委員会の意見を聴くこととされているため、
本議案を提出するものであります。
　ご審議の程宜しくお願い致します。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　以上をもちまして、本委員会に上程されました議案に関する審議は
全て終了いたしました。これにて、議長の職を解かせていただきます。
ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　以上をもちまして、令和８年第４回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和８年４月３０日

議　　長 福島　明

署名委員 荻野　信義

署名委員 矢神　勝彦


